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「議案第 57 号」北本市営駐車場設置及び管理に関する条例の 

一部改正に対する附帯決議 

 

この条例の一部改正は、北本市の中心市街地の活性化を期するためのホ

テル建設予定地が、現在の北本駅東口駐車場であり、これまで市民が利用

してきた駐車場が減少するため、新たな駐車場を整備し、これを補おうと

することを目的としたものである。 

ホテルの建設は、これまでも一部予算などを通じて議会も認めてきたも

のであるが、駐車場とのバランスの取れた建設を進めることが必要である。 

しかしながら、条例の一部改正のとおりでは、市民からの要望である、現

在の駐車台数を確保することが明らかに困難であることが問題である。 

そのため市としても条例での駐車場予定地を含め、市民要望を満たす、

さらなる駐車場の整備に関して、市有地の活用や駅周辺の用地買収を含め

た駐車場の確保と併せて、今あるトイレの代替整備を可及的速やかに検討

すべきと考える。 

よって、市有地の活用や駅周辺の用地買収を含めた駐車場のさらなる確

保と整備を市として責任もって行うことを求める。 

以上、決議する。 

 

平成２９年７月１２日 

 

北 本 市 議 会  

 

 


